2026年度（令和8年度）
住民・農業者・用水管理者等とのワークショップ業務
一般競争入札実施要領

１．趣旨
本要領は、2026年度（令和8年度）農業生産基盤情報通信環境整備事業に係る「住民・農業者・用水管理者等とのワークショップ業務」について、一般競争入札により受託事業者を選定するために必要な事項を定めるものである。 

２．業務の目的
本業務は、立梅用水土地改良区が進める情報通信環境整備にあたり、地域住民、農業者、用水管理者その他関係者の意見や課題を把握するとともに、多様な立場から将来の地域農業、水利用及び土地改良施設のあり方について意見交換を行い、整備計画に反映することを目的とする。
３．業務の概要
（１）委託名称
住民・農業者・用水管理者等とのワークショップ業務
（２）発注者
立梅用水土地改良区（事務局：一般社団法人ふるさと屋）
（３）業務内容
別紙仕様書のとおり
（４）履行期間
契約締結日の翌日から令和9年2月28日まで

4．入札方式
本業務は、一般競争入札（最低価格落札方式）により実施する。提出された見積金額のうち、予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。

５．参加資格
本事業に応募できる者は、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。なお、申請書が受理されている場合でも、要件のいずれかを満たしていないことが判明した場合、要件を満たすまで有資格者としては取り扱わないこととする。
（１）参加する者は、本業務の趣旨を理解し、本業務に関する委託契約を立梅用水土地改良区との間で直接締結できる法人格を持つ事業者とする。ただし、次のいずれかに該当する場合は応募することができない。
①地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当する法人
②公開日から契約締結までの間に、三重県または多気町より一般競争入札の参加停止または指名競争入札の指名停止等の措置を受けている法人
③暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。）
④暴力団又はその構成員（暴力団の構成団体の構成員を含む。）若しくは暴力団の構成員でなくなった日から５年を経過しない者（以下「暴力団の構成員等」という。）の統制の下にある法人
⑤その代表者等（法人にあってはその役員（非常勤を含む。）及び経営に事実上参加 している者を、その他の団体にあってはその代表者及び運営に事実上参加している者をいう。）が暴力団の構成員等である法人
⑥会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立てがなされている者、民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立てがなされている者、又は破産法（平成１６年法律第７５号）に基づく破産の申立てをしている者
⑦国税及び地方税を滞納していない法人であること

６．主なスケジュール
	実施内容
	期日等

	実施要領等掲載、募集開始
	令和8年7月2日（木）

	質問書の受付期間
	令和8年7月2日（木）～7月9日（木）

	質問の回答期限
	令和8年7月10日（金）

	入札期間
	令和8年7月3日（金）～7月13日（月）

	契約手続き
	令和8年8月上旬　予定



７．実施要領等の配布について
（1）配布期間　令和8年2日（木）から
（2）配布方法　「一般社団法人ふるさと屋」ホームページから実施要領、参加申込書、その他様式等をダウンロードすること
【一般社団法人ふるさと屋ホームページ】　　https://furusatoya-taki.com/

８．質問及び回答について
（1）受付期間　令和8年7月2日（木）～7月９日（木）
（2）質問方法　質問がある場合には、質問書（様式第３）

号）に必要事項を記入の上、事務局に電子メール（PDFファイル）にて提出すること。電子メールの表題は「一般競争入札質問（事業者名）」とする。また、電子メール送信後、事務局「一般社団法人ふるさと屋」に電話で着信の確認をすること。
（質問送付先の電子メールアドレスinfo@furusatoya-taki.com）
なお、電子メール以外での質問（電話や来訪による口頭での問い合せ等）や、期限を過ぎた質問については回答しない。
（3）回　　答　回答は、全ての質問を取りまとめた上で、令和8年7月10日（金）17時（予定）までに一般社団法人ふるさと屋のホームページ（https://furusatoya-taki.com/）へ掲載する。

９．入札資料の提出について
（1）提出書類 次の書類を提出すること 番号 提出書類 提出上の注意 
①参加申込書（様式第１号）
②会社概要書（様式第２号）パンフレット等の会社概要が分かるものでも可能
③見積書（任意様式） 
（2）提出方法・提出期限
持参又は郵送（配達証明等、到着日時の記録が残るものを使用すること）により、令和8年7月　13日（月）14時までに提出（電子）のこと。提出先は、事務局である「一般社団法人ふるさと屋」とする。

　　【提出先】
一般社団法人ふるさと屋
〒519-2211　三重県多気郡多気町丹生1620-3
TEL：0598-67-5457　FAX：0598-49-4828 

１０．その他
（1）提出書類の作成・提出等に係る費用は、提案者の負担とする。
（2）書類の提出後、記載内容の修正、変更又は追加は認めない。
（3）提出した企画提案書等は返却しない。

１１．問い合わせ
立梅用水土地改良区（事務局：一般社団法人ふるさと屋）
　　　　〒519-2211　三重県多気郡多気町丹生1620-3
TEL：0598-67-5457　FAX：0598-49-4828
info@furusatoya-taki.com



（様式第1号）


参加申込書

令和8年　　月　　日


立梅用水土地改良区
事務局：一般社団法人ふるさと屋　殿

住　　所


商号又は名称


代表者名　　　　　　　　　　　　　　　㊞



当社は、住民・農業者・用水管理者等とのワークショップ業務に関して、実施要領にある参加資格をすべて満たしていることを表明し、一般競争入札に参加します。
なお、本書及び添付書類の記載事項は事実と相違ないことを誓約します。



【連絡担当者】

担当者　　　　　　　　　　　　　　 　　　　

所属　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　

電話番号　　　　　　　　　　　　　　　 　　

e-mail　　　　　　　　　　　　　　　　 　　


（様式第2号）
会社概要書
	商号又は名称
	

	本社の所在地
	

	代表者職氏名
	
	創業年月
	

	資本金
	千円
	従業員数
	

	支店・営業所等
の拠点
	

	主な業務内容
	


※上記の欄に記入のうえ、パンフレット等の会社概要が分かるものを添付してください。


（様式第3号）
質　問　書

	1.送付日
	令和　　年　　月　　日
	4.連絡先
	

	2.事業者名
	
	5.電話番号
	

	3.担当者名
	
	6.Ｅメール
	



住民・農業者・用水管理者等とのワークショップ業務委託の公募型プロポーザルについて、次のとおり質問します。

	№
	項目
	質問内容

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	



※項目欄には質問対象の書類名（実施要領・仕様書）及びページ数、項番等を記載してください。
※質問内容は簡潔かつ明瞭に記載してください。
※項目が足りない場合、適宜追加してください。

【提出先】
立梅用水土地改良区（事務局：一般社団法人ふるさと屋）
電子メール　　info@furusatoya-taki.com


